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(57)【要約】
【課題】Ｌ型又は逆Ｔ型の擁壁構造において、躯体を構
築するための切土部の容積を小さく（土壌の掘削・排土
量を少なく）し得るとともに、躯体に対する土圧力を小
さくし得るようにした擁壁構築工法を提供すること。
【解決手段】擁壁構築場所の土壌を、構築すべき擁壁の
底版部１２が位置する奥行き範囲の部分に現場地盤の安
定勾配θとほぼ同じ勾配の傾斜底面部２２を設けた状態
で掘削・排土して、躯体構築用の切土部２０を形成し、
該切土部２０の傾斜底面部２２上に躯体１の底版部１２
の下面が上記傾斜底面部２２と同じ勾配の傾斜部１３と
なる状態で底版部１２を構築するとともに、底版部１２
の外端位置又は外端寄り位置に躯体１の縦版部１１を構
築した後、躯体１の内側に土壌Ｓを充填することにより
、切土部２０の容積を小さくし得るとともに、躯体１に
対する土圧力を小さくし得るようにしている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面（２）に縦版部（１１）と底版部（１２）とを
有したＬ型又は逆Ｔ型の擁壁を構築するための擁壁構築工法であって、
　擁壁構築場所の地盤を、構築すべき擁壁の底版部（１２）が位置する奥行き範囲の部分
に現場地盤が崩壊しない安定勾配（θ）とほぼ同じ勾配の傾斜底面部（２２）を設けた状
態で掘削・排土して、上記擁壁構築場所に躯体構築用の切土部（２０）を形成し、
　該切土部（２０）の傾斜底面部（２２）上に生コンクリートを打設することにより躯体
（１）の底版部（１２）の下面が上記傾斜底面部（２２）と同じ勾配の傾斜部（１３）と
なる状態で上記底版部（１２）を構築するとともに、該底版部（１２）の外端位置又は外
端寄り位置に躯体（１）の縦版部（１１）を構築した後、上記躯体（１）の内側に土壌（
Ｓ）を充填する、
　ことを特徴とする擁壁構築工法。
【請求項２】
　道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面（２）に縦版部（１１）と底版部（１２）とを
有したＬ型又は逆Ｔ型の擁壁を構築するための擁壁構築工法であって、
　上記底版部（１２）の下面に現場地盤が崩壊しない安定勾配（θ）とほぼ同じ勾配の傾
斜部（１３）を設けたプレキャストコンクリート製の躯体（１）を使用し、
　擁壁構築場所の地盤を、上記躯体（１）の底版部（１２）が位置する奥行き範囲の部分
に上記底版部（１２）下面の傾斜部（１３）とほぼ同じ勾配の傾斜底面部（２２）を設け
た状態で掘削・排土して、上記擁壁構築場所に躯体設置用の切土部（２０）を形成し、
　上記切土部（２０）の傾斜底面部（２２）上に上記躯体（１）の上記傾斜部（１３）を
重合させた状態で上記切土部（２０）に上記躯体（１）を構築した後、該躯体（１）の内
側に土壌（Ｓ）を充填する、
　ことを特徴とする擁壁構築工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面にＬ型又は逆Ｔ型の擁壁を構築す
るための擁壁構築工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面に擁壁を構築するには、その擁壁構築場所の地
盤を掘削・排土して、そこに擁壁構築用の切土部を形成する必要がある。
【０００３】
　図６の（Ａ）～（Ｃ）には、山肌等の斜面１０２に道路を構築する場合の擁壁構築工法
を示しているが、この例では擁壁（コンクリート製の躯体）１０１として逆Ｔ型のものを
採用している。
【０００４】
　図６（Ｃ）に示す逆Ｔ型の擁壁（躯体）１０１は、同一厚さで水平方向に向く底版部１
１２の外端寄り位置に縦版部１１１を鉛直姿勢で一体に連続させたものであるが、縦版部
１１１の内側に形成される道路を必要幅Ｗだけ確保するには、躯体１０１として縦版部１
１１の高さＨ及び底版部１１２の奥行き長さＬをそれぞれかなりの大きさにする必要があ
る。例えば道路の必要幅Ｗが４ｍの場合は、躯体１０１の全高Ｈが約４ｍ、底版部１１２
の奥行き長さＬが約３ｍ弱の躯体１０１を構築する。尚、底版部１１２の奥行き長さＬは
、躯体１０１の全高Ｈの７割程度に設定するのが一般的である。
【０００５】
　図６（Ｃ）の擁壁を構築するには、まず図６（Ａ）に示すように山肌（斜面）１０２に
、２点鎖線で示す範囲（構築すべき擁壁の大きさにに見合った範囲）の土壌を掘削・排土
して擁壁構築用の切土部１２０を形成する。この切土部１２０の底面部１２１は、構築す
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べき擁壁（躯体）１０１の底版部１１２の下面が水平面である関係で該底版部１１２の奥
行き長さＬよりやや長い奥行き幅Ｌ1で水平状に形成される。尚、この水平底面部１２１
は、その上に構築される躯体底版部１１２（外向き突出版１１４）を地中に埋設するため
に所定深さ（例えば５０cm程度）だけ段下げされる。そして、切土部底面部（水平底面部
）１２１の奥端部から土壌が崩壊しない程度の傾斜角度（図示例では約６５°）で傾斜奥
面部１２３を掘削して切土部１２０を形成する。即ち、この場合の切土部１２０は、図６
（Ａ）の符号ａ，ｂ，ｃ，ｄの各点を結ぶ範囲の土壌を掘削・排土したものである。
【０００６】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、切土部１２１に擁壁（躯体）１０１を構築するが、生
コンクリートを現場打ちによって躯体１０１を構築する場合には、まず底版部１１２の高
さＨ1部分を構築した後、縦版部１１１の高さＨ2部分を構築する。この場合、底版部１１
２及び縦版部１１１は、それぞれ型枠を組立てて該型枠内に生コンクリートを充填・固化
させて構築する。尚、他の例では、躯体１０１を現場打ちで構築するのに代えて、予め成
形したプレキャストコンクリート製の躯体１０１を使用する場合がある。
【０００７】
　そして、躯体１０１の構築後（又は設置後）に、図６（Ｃ）に示すように縦版部１１１
の内側に土壌Ｓを充填するとともに、外向き突出版１１４の上部にも土壌Ｓａを充填して
、道路用の擁壁を完成させる。尚、Ｌ型の擁壁（躯体）の場合でも、上記の工程で構築さ
れる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、図６（Ｂ）（Ｃ）に示すように、従来の逆Ｔ型（又はＬ型）の擁壁１０１で
は、底版部１１２の奥行き長さＬがかなり長くなっており且つ該底版部１１２の下面が水
平面となっているので、山肌（斜面）１０２に形成すべき切土部１２０の容積をかなり大
きく掘削・排土する必要がある。例えば、図６の擁壁構造では、図６（Ａ）におけるａ，
ｂ，ｃ，ｄの各点を結ぶ範囲の土壌を掘削・排土する必要があり、その掘削・排土に多大
な時間とコストがかかるという問題があった。
【０００９】
　又、図６（Ｃ）に示す従来の逆Ｔ型（Ｌ型でも同じ）の擁壁構造では、躯体１０１に対
して山側から横方向に土圧力が加わる。この土圧力は、土壌が自然崩壊しない安定勾配（
現場土壌の質によって変化するが概ね３０°～６０°である）を越える部分で発生するが
、図６（Ｃ）に示す擁壁構造では土圧力が躯体１０１の全高さ範囲Ｈに亘って発生する。
従って、この従来例の擁壁構造では、土圧力による躯体１０１への滑動作用が大きくなる
（擁壁の安定度が低くなる）という問題があった。
【００１０】
　そこで、本願発明は、Ｌ型又は逆Ｔ型の擁壁構造において、躯体の全高及び奥行き長さ
がそれぞれ同じであっても、切土部の容積を小さく（土壌の掘削・排土量を少なく）し得
るとともに、躯体に対する土圧力を小さくし得るようにした擁壁構築工法を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明は、上記課題を解決するための手段として次の構成を有している。
【００１２】
　［本願請求項１の発明］
　本願請求項１の発明は、道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面にＬ型又は逆Ｔ型の擁
壁を構築するための擁壁構築工法であって、擁壁となる躯体を生コンクリートで現場打ち
する場合を対象にしている。
【００１３】
　尚、本願発明において構築される擁壁（又は躯体）は、後述するように底版部の下面に
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安定勾配とほぼ同じ勾配の傾斜部を設けることにより、該底版部の断面が略三角形の形状
になるが、この断面略三角形状の底版部を有するものも含めてＬ型又は逆Ｔ型の擁壁（又
は躯体）という。
【００１４】
　この請求項１の擁壁構築工法では、まず擁壁構築場所の地盤を、構築すべき擁壁の底版
部が位置する奥行き範囲の部分に現場地盤が崩壊しない安定勾配とほぼ同じ勾配の傾斜底
面部を設けた状態で掘削・排土して、擁壁構築場所に躯体構築用の切土部を形成する。
【００１５】
　上記安定勾配とは、自然状態で土壌が崩壊しない勾配であって、現場地盤の質にもよる
が概ね３０°～６０°である。尚、ここでいう安定勾配とは、直線状の勾配だけでなく、
階段状又は蛇行状に傾斜している場合も含むものである。
【００１６】
　そして、上記切土部の傾斜底面部上に生コンクリートを打設することにより躯体の底版
部の下面が上記傾斜底面部と同じ勾配の傾斜部となる状態で上記底版部を構築するととも
に、該底版部の外端位置（Ｌ型擁壁の場合）又は外端寄り位置（逆Ｔ型擁壁の場合）に躯
体の縦版部を構築する。このようにして構築された躯体では、底版部の下面が切土部の傾
斜底面部の勾配（安定勾配）と同じ勾配の傾斜部となる。
【００１７】
　その後（躯体構築後）、躯体の内側に土壌を充填することによって擁壁を構築する。
【００１８】
　この請求項１の擁壁構築工法では、切土部の底面部を地盤が崩壊しない安定勾配とほぼ
同じ勾配で掘削するので、従来のように切土部底面部を水平に掘削する場合に比して、切
土部の地盤の掘削・排土量が少なくて済む。又、この擁壁構築工法で構築された擁壁では
、躯体の底版部の下面に安定勾配とほぼ同じ勾配の傾斜部が設けられるので、該底版部の
傾斜部（下面）の高さ範囲には土圧力がかからない。即ち、擁壁となる躯体には、底版部
の傾斜部の高さ部分より上方部分のみに土圧力が作用する。
【００１９】
　［本願請求項２の発明］
　本願請求項２の発明は、道路側面や造成土地側面や山肌等の斜面にＬ型又は逆Ｔ型の擁
壁を構築するための擁壁構築工法であって、擁壁となる躯体としてプレキャストコンクリ
ート製のものを使用する場合を対象にしている。
【００２０】
　この請求項２の擁壁構築工法では、プレキャストコンクリート製の躯体として、底版部
と縦版部とをＬ型又は逆Ｔ型に一体成型したものを使用できるほか、底版部と縦版部とを
それぞれプレキャストコンクリート製のブロック体に分割したものを現場でＬ型又は逆Ｔ
型の躯体に組立てるようにしたものでもよい。又、分割ブロック体を使用する場合には、
特に縦版部についてはさらに複数に分割したものを積み上げで躯体を構築するようにして
もよい。
【００２１】
　この請求項２の擁壁構築工法で使用する躯体には、その底版部の下面に現場地盤が崩壊
しない安定勾配とほぼ同じ勾配の傾斜部を設けたものを使用する。
【００２２】
　そして、擁壁構築場所の地盤を、上記躯体の底版部が位置する奥行き範囲の部分に上記
底版部下面の傾斜部とほぼ同じ勾配の傾斜底面部を設けた状態で掘削・排土して、擁壁構
築場所に躯体設置用の切土部を形成する。
【００２３】
　次に、上記切土部の傾斜底面部上に上記躯体の傾斜部（底版部の下面）を重合させた状
態で、該切土部に躯体を設置する。
【００２４】
　その後（躯体設置後）、躯体の内側に土壌を充填することによって擁壁を構築する。
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【００２５】
　この請求項２の擁壁構築工法では、躯体としてプレキャストコンクリート製のものを使
用しているが、この場合も上記請求項１の擁壁構築工法で説明した機能を発揮する。即ち
、切土部の底面部を地盤が崩壊しない安定勾配とほぼ同じ勾配で掘削するので、従来のよ
うに切土部底面部を水平に掘削する場合に比して、切土部の土壌の掘削・排土量が少なく
て済む。又、躯体の底版部の下面が安定勾配とほぼ同じ勾配の傾斜部となるので、該底版
部の傾斜部（下面）の高さ範囲には土圧力がかからない。
【発明の効果】
【００２６】
　本願請求項１及び請求項２の各発明の擁壁構築工法では、躯体を構築するための切土部
の底面部を地盤が崩壊しない安定勾配とほぼ同じ勾配で掘削・排土するので、図６に示す
従来例のように切土部底面部を水平に掘削する場合に比して、切土部の土壌の掘削・排土
量が少なくて済む。従って、本願各発明の擁壁構築工法では、切土部形成のための工期を
短縮できるとともに、該切土部形成のためのコストを低減させることができるという効果
がある。
【００２７】
　又、本願請求項１及び請求項２の各発明では、躯体の底版部の下面が安定勾配とほぼ同
じ勾配の傾斜部となるので、該底版部の傾斜部（下面）の高さ範囲には土圧力がかからな
い。従って、本願各発明の擁壁構築工法で構築された擁壁では、躯体に受ける土圧力（躯
体滑動力及び躯体転倒力となる）を軽減できるので、躯体の安定性が高められるという効
果もある。
【実施例】
【００２８】
　以下、図１～図５を参照して本願実施例の擁壁構築工法を説明する。図１（Ａ）～（Ｃ
）には本願第１実施例の擁壁構築工法を示し、図２～図５にはそれぞれ擁壁となる躯体１
の他の形態（第２～第５実施例）を示している。
【００２９】
　本願の擁壁構築工法は、上記請求項１のように躯体１を現場打ちすることによって擁壁
を構築する場合と、上記請求項２のようにプレキャストコンクリート製の躯体１を使用し
て擁壁を構築する場合とがあるが、図１の（Ａ）～（Ｃ）には躯体１を現場打ちする場合
の擁壁構築工法を示している。
【００３０】
　図１（第１実施例）に示す擁壁構築工法は、図１（Ｃ）に示すように山肌（斜面）２に
道路を構築する場合を示しているが、この第１実施例では構築される擁壁（コンクリート
製の躯体）１として逆Ｔ型のものを採用している。尚、逆Ｔ型の擁壁（躯体）１は、横向
きの底版部１２と該底版部１２の外端寄り位置に上方に立上げた縦版部１１とを一体に連
続させたものである。底版部１２の外端には、縦版部１１の外側面より外側に突出する外
向き突出版１４が一体形成されている。
【００３１】
　又、図１（Ｃ）の擁壁構造において、擁壁上に構築される道路の必要幅Ｗが例えば４ｍ
の場合は、躯体１として、その全高Ｈが約４ｍ、底版部１２の奥行き長さＬが約３ｍ弱の
大きさのものを構築するようにしている。尚、底版部１２の奥行き長さＬは、躯体１の支
持力との関係で、該躯体１に加わる土圧力の高さ範囲（Ｈ－Ｈ6＝Ｈ7の高さ範囲）の概ね
７割程度以上あればよいが、図１の第１実施例では、底版部１２の奥行き長さＬを図６の
従来例と同じように躯体１の全高Ｈの約７割程度に設定している。
【００３２】
　そして、図１（Ｃ）の擁壁構造は、以下に説明するように図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に
示す各工程を経て構築される。
【００３３】
　この第１実施例の擁壁構築工法は、まず、図１（Ａ）に示すように擁壁を構築すべき場
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所の斜面２（この例では山肌）の地盤を掘削・排土して切土部２０を形成するが、その際
、該切土部２０は、符号ａ，ｂ，ｅ，ｆ，ｄの各点を結ぶ範囲の土壌を掘削・排土して形
成される。
【００３４】
　図１（Ａ）において、ｂ点からｅ点の範囲は水平底面部２１であり、ｅ点からｆ点の範
囲は現場地盤の安定勾配θとほぼ同じ勾配の傾斜底面部２２であり、ｆ点からｄ点の範囲
は土壌が容易に崩壊しない程度に傾斜させた傾斜奥面部２３である。
【００３５】
　図１（Ａ）において、ｂ点からｅ点までの水平底面部２１の深さは、ａ点位置から約５
０cm程度であり、図１（Ｃ）に示すように構築した躯体１の下部（外向き突出版１４）を
地中に埋め込むためのものである。ｂ点からｅ点までの水平底面部２１は、図１の（Ｂ）
又は（Ｃ）に示すように構築した躯体１の底面の外方寄り部分に水平部１５を設けるため
のものであり、該水平底面部２１の奥行き幅（ｂ点からｅ点までの長さ）は図示例では約
１ｍである。ｅ点からｆ点までの傾斜底面部２２は、図１の（Ｂ）又は（Ｃ）に示すよう
に構築した躯体１の底面に傾斜部１３を形成するためのものであり、現場地盤の安定勾配
θ（一般に３０°～６０°程度）とほぼ同じ勾配（図示例では約３５°）である。又、該
傾斜底面部２２の水平距離（ｅ点からｆ点までの水平距離）は図示例では約２ｍである。
ｆ点からｄ点までの傾斜奥面部２３の勾配は、例えば角度６０°～７０°で、土壌が容易
に崩落しない程度のものである。尚、図１（Ａ）において、ｃ点は図６（Ａ）の従来例の
水平底面部１２１の奥端部であり、本願と従来例の各切土部２０，１２０の大きさを比較
するためのものである。
【００３６】
　そして、この第１実施例の擁壁構築工法では、切土部２０として図１（Ａ）に示す符号
ａ，ｂ，ｅ，ｆ，ｄの各点を結ぶ範囲の地盤を掘削・排土するので、図６（Ａ）の従来例
の切土部１２０に比して図１（Ａ）のｅ点，ｃ点，ｆ点を結ぶ範囲の地盤を掘削・排土す
る必要がなくなる。
【００３７】
　次の工程として、図１（Ｂ）に示すように、山肌（斜面）２に形成した切土部２０に生
コンクリートを打設して擁壁（躯体）１を構築するが、この場合は、型枠組立ての関係で
、外向き突出版１４の高さ範囲Ｈ3と、外向き突出版１４の上面から底版部１２の上面ま
での高さ範囲Ｈ4と、底版部１２の上面から縦版部１１の上面までの高さ範囲Ｈ5との３回
に分けて生コンクリートを打設する。尚、縦版部１１は、現場打ちに代えてプレキャスト
コンクリート製のものを使用してもよい。又、図１（Ｂ）の例では、切土部２０の水平底
面部２１上及び傾斜底面部２２上に基礎砕石を敷設した状態で生コンクリートを打設する
が、該基礎砕石を敷設しないで直接水平底面部２１上及び傾斜底面部２２上に生コンクリ
ートを打設してもよい。
【００３８】
　図１（Ｂ）に示す躯体構築工程において、本願請求項２のように躯体１としてプレキャ
ストコンクリート製のものを使用する場合には、該躯体ブロックをクレーンで吊上げて所
定位置に設置すればよい。このときのプレキャストコンクリート製の躯体１は、図１（Ｂ
）に示すように、底版部１２の下面に安定勾配θとほぼ同じ勾配の傾斜部１３を形成した
ものを使用する。尚、プレキャストコンクリート製の躯体１としては、全体を一体成型し
たものを使用してもよく、あるいは上下に複数個に分割したブロック体を現場で積み重ね
て躯体１としてもよい。
【００３９】
　そして、切土部２０に躯体１を構築した後、図１（Ｃ）に示すように縦版部１１の内側
に土壌Ｓを充填するとともに、外向き突出版１４の上部にも土壌Ｓａを充填して、道路用
の擁壁を完成させる。
【００４０】
　この第１実施例の擁壁構築工法では、躯体１を構築（又は設置）するための切土部２０
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は、図１（Ａ）にｅ点とｆ点を結ぶ線で示すように現場地盤の安定勾配θとほぼ同じ勾配
（図示例では３５°）の傾斜底面部２２を形成するように掘削・排土するので、図６（Ａ
）に示す従来例のように切土部底面部（ｂ点からｃ点まで）を水平に掘削する場合に比し
て、図１（Ａ）のｅ点，ｃ点，ｆ点を結ぶ範囲の土壌を掘削・排土する必要がなくなる。
従って、この第１実施例の擁壁構築工法では、切土部形成のための工期を短縮できるとと
もに、該切土部形成のためのコストを低減させることができる。
【００４１】
　又、この第１実施例の擁壁構築工法で構築された擁壁には、躯体１の底版部１２の下面
に安定勾配θとほぼ同じ勾配の傾斜部１３が形成されているが、この傾斜部１３の高さ範
囲Ｈ6には土圧力がかからないので、躯体全体に受ける土圧力は図１（Ｃ）に示す高さＨ7

になり、図６（Ｃ）の従来例に示す土圧力がかかる高さ範囲（躯体の全高Ｈの範囲）より
小さくなる。従って、この第１実施例の擁壁構築工法で構築された擁壁では、躯体全体に
受ける土圧力（躯体滑動力及び躯体転倒力となる）を軽減できるので、躯体の安定性が高
められる。
【００４２】
　尚、躯体底版部１２の下面の外端寄り部分に水平部１５を形成していると、躯体下面の
傾斜部１３が切土部２０の傾斜底面部２２に沿って斜め外方に滑動しようとしても、該底
版部下面の水平部１５が切土部２０の水平底面部２１上に衝合しているので、その斜め外
方への滑動を阻止できる。
【００４３】
　図２～図５には、それぞれ切土部２０に構築される躯体１の変形例（第２～第５実施例
）を示している。尚、図２において２点鎖線で示す符号１２′の部分は、図１（Ｃ）（第
１実施例）の躯体１の底版部を示している。
【００４４】
　図２（第２実施例）の躯体１では、底版部１２の下面に安定勾配θとほぼ同じ勾配の傾
斜部１３が形成されるが、この傾斜部１３の高さ範囲Ｈ8には躯体１に対して土圧力がか
からず、実質的に土圧力がかかるのはＨ9の高さ範囲である。そして、底版部１２の奥行
き長さは、実質的に土圧力がかかるＨ9の高さ範囲の約７割程度あればよく、この第２実
施例では、底版部１２の奥行き長さＬ1を図１の第１実施例の底版部１２′の奥行き長さ
Ｌより短くしている。
【００４５】
　この図２（第２実施例）のようにすると、図１の第１実施例の場合の切土部２０の大き
さより、ｇ，ｆ，ｄ，ｈの各点を結ぶ範囲だけ小さくでき、その分、切土部形成のための
掘削・排土量を第１実施例の場合より一層少なくできる。
【００４６】
　図３（第３実施例）の躯体１では、底版部１２の傾斜部１３に階段状の凹凸部を形成し
ている。この場合は、切土部２０の傾斜底面部２２も階段状に形成し、底版部１２の傾斜
部１３（階段状）を階段状の傾斜底面部２２に接合させている。このようにすると、各階
段状に接合している部分（１３と２２）が躯体１の滑動を阻止する機能がある。
【００４７】
　図４（第４実施例）の躯体１では、底版部１２の傾斜部１３を水平部１５より所定高さ
だけ段上げした位置からスタートさせている。この場合は、底版部１２の傾斜部１３が段
上げした分だけ上方に位置するので、切土部２０の掘削・排土量を一層少なくできる。
【００４８】
　図５（第５実施例）の躯体１は、外向き突出版１４のないＬ型に形成したものである。
【００４９】
　尚、図２～図５の各実施例でも、切土部２０の傾斜底面部２２は、現場地盤の安定勾配
θとほぼ同じ勾配（約３５°）であって、上記第１実施例のものと同じ機能を有している
。
【図面の簡単な説明】
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【００５０】
【図１】本願の第１実施例の擁壁構築工法を示す工程図である。
【図２】本願の第２実施例で構築される擁壁構造の説明図である。
【図３】本願の第３実施例で構築される擁壁構造の説明図である。
【図４】本願の第４実施例で構築される擁壁構造の説明図である。
【図５】本願の第５実施例で構築される擁壁構造の説明図である。
【図６】従来の擁壁構築工法を示す工程図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１は躯体、２は斜面（山肌）、１１は縦版部、１２は底版部、１３は傾斜部、１４は外
向き突出版、１５は水平部、２０は切土部、２１は水平底面部、２２は傾斜底面部、２３
は傾斜奥面部、θは安定勾配である。

【図１】 【図２】

【図３】
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